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要旨 

 

内閣府経済社会総合研究所では、GDP統計の推計の精度向上を図ることを目的に、医療の

質の変化を反映した価格の把握手法について研究している。本稿は、「レセプト情報・特定

健診等情報データベース」（以下、NDBという。）のレセプトデータ（悉皆）を使用し、傷病

ベースでの医療デフレーターを推計した初めての試みである。推計結果について考察する

とともに、推計の過程で明らかとなったレセプトデータを分析データとして使用する上で

の留意点やその課題等について整理した。 
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１． 概要 

経済社会総合研究所では、「統計改革の基本方針」（平成 28年 12月 21日経済財政諮問会

議決定）、及び「公的統計の整備に関する基本的な計画」（平成 30年３月６日閣議決定）な

どに基づき、国民経済計算（System of national accounts、以下「SNA」という。）の推計

の精度向上を目的とした取組みの一つとして、関係府省と連携し、医療の質の変化を反映し

た価格の把握手法について研究を行っている 2。 

2017年度より、まずは、SNA における医療の質の調整に関する欧米諸国での研究の蓄積お

よび具体的な採用状況を整理することから始めた 3。これによると、国際機関では、「傷病の

治療」を医療サービスのアウトプットと定義していることから、日本においては、傷病分類

ごとの治療コストを計測し、傷病ベースでの医療デフレーターを推計することが、日本の国

民経済計算（JSNA）との親和性が高く望ましい。このためには、患者ごとの傷病の特定、診

療行為の記録が必要となるが、近年、保険請求のためのレセプトの電子化、第三者提供が進

められつつあることから、初めての試みとして、レセプトデータを利用した傷病ベースでの

医療デフレーターの推計作業を開始した。まずは NDBのサンプリングデータを利用し、傷病

の分類は主に ICD-10（2013年版）に準拠した「疾病、傷害及び死因の統計分類」を使い 4、

傷病分類ごとの治療コストを計測し、傷病ベースでの医療デフレーターを試算した。 

しかしながら、NDBのサンプリングデータでは、傷病分類ごとの治療コストは、レセプト

1 件当たりの平均単価でしか計測することができなかった 5。これを、国際機関が推奨する

「傷病の治療」の概念に近づけるために、本稿では、新たに厚生労働省より提供された NDB

の悉皆データを用いて患者一人につき一つの傷病を特定し、その 1 年間の平均診療報酬点

数を傷病ごとの価格と定義した傷病ベースでの医療デフレーターを推計することとした。

また、この推計を行う上で必要な、患者を特定するための名寄せの手法と患者の傷病を特定

するための手法について検討を行った。 

推計結果をみると、傷病ベースでの医療デフレーターは緩やかに上昇していることがわ

かった。傷病別にみると、「循環器系の疾患」の貢献が最も大きく、これは、「循環器系の疾

患」が、高齢者ほど併存疾患の増加などにより治療費が上昇することによるものと思われる。 

しかしながら、この推計結果が質の変化を十分に反映したものであるかについては、まだ

多くの課題が残されていることから評価が難しい。第一に、レセプトは保険診療の請求のた

めのものであり、分析のために設計されたものではないことから、患者や傷病を特定するこ

とが困難であるなど、分析データとして多くの問題が存在することがあげられる。具体的に

は、今回の推計は、最も診療報酬点数が高い月のレセプトで定義されている主傷病に患者の

1年間の治療費を全て割り振るなど、非常に大胆な仮定を置いて行ったものであり、こうし

                                                      
2 問題意識の詳細については、石橋等(2020)を参照。 
3 野口等(2019) 
4 これによって均質かつ相互に排他的であり、網羅的に分類を行うことができると仮定。 
5 レセプトに含まれるデータとその課題については、石橋等(2020)を参照。 
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た点を十分留意しなければならない。したがって、傷病ごとの治療コストを計測するための

データがレセプトデータ以外にない現状において、「傷病の治療」の価格を精緻化すること

は難しいといわざるをえない。第二に、傷病ベースでの医療デフレーターが上昇しているこ

との解釈である。「傷病の治療」の価格が上昇していたとしても、治療の成果（アウトカム）

が向上しているのであれば、価格の上昇を過剰に推計しないよう、品質調整を行うことが必

要となる。治療の成果（生存率、平均在院日数、QOLなど）の計測については、現在、日本

も含め各国において指標の選定、傷病別での計測手法等、検討が進められているところであ

る。 

このように今回の推計は、国際機関で推奨されている「傷病の治療」を医療サービスの

アウトプットととらえ、レセプトデータ（悉皆）を使用した「手探り」の手法で、傷病ベ

ースの医療デフレーターを計測した初めての試みである。今後、この計測方法を発展さ

せ、SNA に実装するためには、より頑健な方法で患者を特定し、合併症も含め、きめ細か

い傷病に紐づいた患者の診療行為が記録されたデータセットが必要となる。未だ遅れてい

るカルテの電子化を進めることが理想であるが、今回の推計同様、保険請求のためのレセ

プトデータを利用する場合、患者や傷病を特定できるよう、今後、レセプトデータを整備

することが最低限必要であろう。また、レセプトデータの第三者提供の進めることで、レ

セプトデータを分析データとして利用する上でのノウハウの蓄積が期待できる。 

もちろん、「傷病の治療」の価格についての研究は、ICD-10コードなど国際的に同一の

疾病分類が普及し、疾病ごとの診療行為、薬剤などの標準治療の研究、国際比較が進むな

かで、重要な研究テーマの一つである。治療の成果（アウトカム）の研究とも並行して、

費用便益分析も盛んに行われており、今後とも医療の質の向上、効率化に向け、進めてい

くべき研究であることに変わりはない。 
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２．NDB の悉皆データを使用した傷病ベースの医療デフレーターの推計 

 

 内閣府では、これまで「医療の質の向上を反映した価格」を把握するため、医療のアウト

プットを「傷病の治療」と定義した上で、患者一人の特定の傷病を治療するために要した初

診から治癒までの診療行為全体の合計を価格として計測することを追求してきた。 

こうした傷病ベースでの推計を行うためには、患者一人ひとりの医療機関にかかった全

ての経歴、すなわち、いつ、どのような傷病で、どの医療機関で、どのような診療行為、医

薬品を受けとったか、を記録したデータが必要となる。電子カルテが普及していない日本に

おいてこれに相当するデータとしては、NDBに含まれる、ほぼすべての被保険者をカバーし

た保険請求書である電子レセプトのみが利用可能である。このため、内閣府では、2018 年

度より NDB6を使用した傷病ベースでの医療デフレーターの推計を開始した。 

まずは、NDB の特別抽出によるサンプリングデータによる推計を行ったが、サンプリング

データでは、患者を追跡することができないことから、結局はレセプト 1枚ごとの医療費を

価格と定義し、推計せざるを得なかった。しかし、今回は、NDBの悉皆データを使用するこ

とにより、患者を特定し、その患者の 1年間のレセプトを集計することができるようになっ

たことから、より「傷病の治療」の価格に近似した推計が可能となった。 

一方、レセプトに含まれるデータを利用する過程において、保険請求を目的とするレセプ

トデータでは、患者を特定し、治療した傷病を特定することには限界があることも判明した。

本章では、今回の推計において、レセプトデータを利用し、どのように患者を特定し、どの

ように患者の傷病を判断し、傷病ごとの価格をいかに合算してデフレーターを推計したの

か、その手法について述べる。1節で NDBのサンプリングデータと悉皆データの推計の相違

点をまとめ、2節で患者の特定コードに関する言及と名寄せ手法について、3節で傷病の特

定方法について説明する。 

 

 

2.1．NDBの悉皆データを用いた推計とサンプリングデータを用いた推計の相違 

 これまでに研究を進めてきた傷病ベースでの医療デフレーターの推計を、新たに入手し

た NDBの悉皆データを使用して行った。傷病ごとの価格を算出する上で、前回のサンプリン

グデータと今回の悉皆データとの重要な違いは次の 2点である。 

一点目は、患者の追跡が可能かどうかである。サンプリングデータには患者を特定する ID

が含まれず、複数月に渡り同一患者を追跡することができない。このため、「傷病の治療」、

すなわち、理想的には、患者一人の特定の傷病を治療するために要した初診から治癒までの

診療行為全体の合計を価格と認識する、という定義とは大きく異なり、レセプト 1件あたり

の平均診療報酬点数を価格として計測せざるをえなかった。しかし、悉皆データでは、異な

                                                      
6 NDBのレコード等解説については、石橋等(2020)を参照。 
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る月でも患者を特定する ID が存在することから、同一患者を追跡することができるため、

患者一人の一定期間における治療コストを計測することが可能となる 7。本稿では米国 BEA

を参考に、患者一人の 1年間の治療コストを「傷病の治療」として計測することとした。 

二点目は、患者の傷病の特定方法である。サンプリングデータではレセプト 1件あたりを

価格としたため、そのレセプトに記載された主傷病を採用して ICD-10コードの傷病分類に

割り振った。しかし、悉皆データにおいては、ある年のデフレーターを算出するために、12

か月分存在する月次のレセプトデータをすべて統合して活用する。その際に問題となるの

が、12 か月の間に同一の患者が複数回受診した場合、受診時点によって主傷病が異なると

いう状況が生まれることである。そのため、患者ごとにある年の主傷病を定義する際に、ど

の時点のレセプト情報による主傷病を採用するのかを検討する必要がある。本研究では、第

一案として、ある年における初回の受診時の主傷病を年次の主傷病として定義する方法を

とった。しかし、この方法では季節性が存在するような傷病において、実態との乖離が大き

くなりやすいことが確認されたため、改善案として診療報酬点数の合計が最も高い月にお

ける主傷病を年次の主傷病として定義することとした。 

 

 

2.2．患者の特定（名寄せ）手法について 

 NDB の悉皆データを活用し、傷病ベースの医療デフレーターを正確に算出するためには、

母数となる患者数の精緻化は必須である。現行ではマイナンバー等の生涯不変の個人に固

有かつ不変な情報は存在しないことから、レセプト同士を紐づけるために用意された 2 種

類の個人 ID である「ID1」ならびに「ID2」を用いて名寄せを行う必要がある。ID1 は「保

険番号＋被保険者の記号・番号＋生年月日＋性別」から、ID2 は「氏名＋生年月日＋性別」

から生成されており、いずれかの IDのみでは、保険離脱（失職、新卒、定年退職、後期高

齢者医療制度への移行）や、結婚などの氏名が変わることにより、追跡が不可能となる。こ

のため、ID1と ID2のいずれも活用した名寄せのロジックの開発が進められている。 

奈良県立医科大学の研究グループでは、ID1/ID2・転帰区分を考慮した名寄せロジックの

開発と検証が精力的に行われている。その手法を紹介するとともに、それを参考に医療デフ

レーターを推計する上で適当な名寄せロジックについて検討する。 

まず、奈良県立医科大学の研究グループが開発した名寄せロジック（以下で、名寄せロジ

ック Aと呼ぶ）の概要は次の通りである。 

 

  

                                                      
7 ただし、保険離脱（失職、新卒、定年退職、後期高齢者医療制度への移行）により、単独の IDでは患

者の追跡は不可能であり、複数の IDを利用しての患者の名寄せが検討されている。 
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[名寄せロジック A] 

①  ID1と ID2 が同一である場合は、同一の患者とする。 

②  ID1で名寄せを行い、ID1 で紐づかない場合は ID2での紐づけを行う。 

・ID1と ID2 のそれぞれで紐づけが可能な場合は、ID1を優先して紐づけを行う 

・ID1 が紐づけ可能な場合でも、同月内に異なる ID2 が複数存在していた場合、

紐づけを実施しない 

・紐づけ可能な ID2 が紐づけ可能な場合でも、同月内に異なる ID1 が複数存在

していた場合、紐づけを実施しない 

③   転帰区分：死亡となった月以降の名寄せは実施しない 

 

 図表１ 名寄せが困難なケース 

① ID2 でのみ紐づくが、ID1

が後月に2種類以上存在 

② ID2 で紐づくが、ID1 が

前月に 2種類以上存在 

③ ID1が一意であるが、ID2

が 3種類以上存在 

  

 

 

名寄せのロジック（A）では、図表１のような「不明確な名寄せのレアケース」では、同

一患者とならない。このことから、名寄せのロジック（A）は ID1・ID2において複数の名寄

せの可能性が存在する場合には名寄せをしない、「疑わしきは名寄せせず」のロジックとい

える。ただし、久保（2017）によると、ID1のみでの患者数から名寄せロジックを利用する

ことで約 5.2%、約 600万人の統合が行われており、名寄せの効果は絶大であるといえる。 

しかしながら、本研究はデフレーターを傷病ごとに算出することを目的としており、患者

が分散することで傷病を過小評価してしまう可能性は排除したい。また、デフレーターの算

出を目的とし、暦年単位での統合となることから、先行研究のように存在するすべてのレセ

プトの統合は実施しない。そのため、本研究においては、いずれかの IDが一致する場合に

は患者数を統合し、患者数を減少させる手法を実施することとする。また、暦年単位での算

出のため、各年の 1月時点のレセプトでの IDを基盤とした名寄せ（以下、名寄せロジック

Bと呼ぶ）を行っていく。 
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[名寄せロジック B] 

① 1月時点に存在している ID1/ID2のペアを軸とする。 

② 翌月データと ID1で名寄せを行い、紐づく場合は同一患者とする。複数 ID2が存在して  

いたとしても、ID1が同一の場合は１患者扱いとする。 

③ ID1 が紐づかない場合、ID2 での名寄せを行う。同一 ID2 で ID1 が複数存在している場

合も同一患者とみなす。 

④ 転帰区分が死亡となった月から名寄せは実施しない。 

 

図表２ 「ID1」での件数表と「ID1＋ID2＋転帰区分」名寄せでの件数表の比較 

 

図表３ 「ID1」のみと「ID1/ID2＋転帰区分」名寄せでのデフレーター 

 

診療年
患者数

（千人）
合計点数

（百万点）
平均点数 診療年

患者数
（千人）

合計点数
（百万点）

平均点数

2011 125,035 2,419,276 19,349 2011 109,987 2,419,276 21,996
2012 125,956 2,499,901 19,847 2012 110,153 2,499,901 22,695
2013 119,707 2,553,281 21,329 2013 109,742 2,553,281 23,266
2014 119,791 2,598,456 21,692 2014 110,017 2,598,456 23,619
2015 120,496 2,676,186 22,210 2015 110,523 2,676,186 24,214
2016 121,532 2,731,568 22,476 2016 111,335 2,731,568 24,535
2017 120,469 2,768,791 22,983 2017 110,789 2,768,791 24,991
2018 121,068 2,828,998 23,367 2018 111,328 2,828,998 25,411

「ID1」での件数表 名寄せロジック(B)での件数表
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このロジックでは、図表１の①～③のケースのすべてのケースで名寄せが行われる。その

ため、名寄せロジック(B)は「疑わしきは同一とする」のロジックといえる。図表２は名寄

せロジック B による名寄せを行った結果である。患者数を ID1 と比較した場合、2015 年に

おいては ID1 のみで 1 億 2050 万、名寄せでは 1 億 1052 万と、患者数が 1 割程度減少する

こととなった。減少率からも、名寄せロジック Aよりも統合される患者数は名寄せロジック

Bの方が多くなることがわかる。 

図表３では、ID1 のみでの患者特定によるデフレーターと名寄せロジック(B)を用いた患

者特定によるデフレーターを算出している。比較すると、ID1における 2012年から 2013年

での急拡大が、名寄せ実施後には解消されていることが分かる。ID1の急上昇している要因

が、図表２での患者数が大幅に減少し、平均点数を押し上げていることと考えられ、名寄せ

が機能していることを示している。また、2012年から 2013年にかけて平均点数が大きく増

加している傷病についても変化幅が縮小していることがみてとれた 8。 

 

 

2.3．傷病の特定方法について 

次に、名寄せしたレセプトからそれぞれの患者における年間での主傷病を決定する。レセ

プトは保険診療の請求書であり、審査では個々の医療行為や薬剤に対する適応症が存在す

るか否かが判断のポイントになるので、全体としての傷病名の重みづけは重要ではない。ま

た、月次のレセプトには、複数の傷病を患っていてもいずれが主な傷病かを特定するための

主傷病フラグが存在しているが、年間でレセプトを名寄せした場合に、月で異なる傷病が主

傷病とされる場合がある。 

以上のことから、レセプトから傷病名を使用した分析を行うには、その分析の目的に応じ

た傷病名の特定作業が必要である。デフレーター算出にレセプトを用いる場合は、病名を除

くすべての傷病名を均等の重みで扱わなければならない。特に傷病別の医療費分析では，傷

病名に重みづけがない以上、疑い病名を除くすべての傷病名に均等に医療費を配分せざる

を得ないことになる。 

 

2.3.1．発生時期優先から点数優先への変更 

我々は、年間の主傷病の特定に 1～12 月にかけての最初の月のレセプトの主傷病を用い

た。図表４ではそのイメージであり、インフルエンザが 1月に罹患していることから、この

患者の年間の主傷病と特定している。 

しかしながら、この方法では季節性のある傷病にバイアスが大きく存在していることが

判明した。例えば、インフルエンザは 1～3月に最も流行するため、最初の月の傷病を割り

当ててしまうと、インフルエンザを疾患した患者のほとんどをインフルエンザとして年間

                                                      
8 なお、循環器系の平均点数で確認したところ、ID1では 2012～2013年 8.4％増加しているのに対し、名

寄せロジック(B)の場合、2012～2013年 1.7％の増加と大きく縮小した。 
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の主傷病を特定してしまい、インフルエンザによる点数や患者数を過大に評価することと

なる。「インフルエンザ及び肺炎」の変動が大きいことを検証するために、インフルエンザ

に罹患したと判別された患者について、年間のインフルエンザ以外での診療報酬点数を集

計し、結果を図表５に記載した。 

 

図表４ 主傷病の特定手法 

 

 

 

図表５ インフルエンザ判別患者のインフルエンザ以外の点数の集計 

 

  

合計点数 （単位：百万点）
1_インフルエンザ 2_非インフルエンザ 総計

審査年 DPC MED DPC MED
2011 4,801 180 4,622 17,928 3,804 14,124 22,730
2012 5,740 210 5,531 21,985 4,843 17,142 27,725
2013 5,543 221 5,322 24,838 5,809 19,028 30,381
2014 5,911 207 5,703 21,746 5,043 16,703 27,657
2015 6,650 335 6,315 34,078 7,931 26,147 40,728
2016 6,002 228 5,774 21,508 5,213 16,295 27,509
2017 7,133 340 6,793 32,828 8,135 24,693 39,961
2018 9,500 445 9,055 46,652 12,072 34,580 56,152

点数比率
1_インフルエンザ 2_非インフルエンザ 総計

審査年 DPC MED DPC MED
2011 21% 1% 20% 79% 17% 62% 100%
2012 21% 1% 20% 79% 17% 62% 100%
2013 18% 1% 18% 82% 19% 63% 100%
2014 21% 1% 21% 79% 18% 60% 100%
2015 16% 1% 16% 84% 19% 64% 100%
2016 22% 1% 21% 78% 19% 59% 100%
2017 18% 1% 17% 82% 20% 62% 100%
2018 17% 1% 16% 83% 21% 62% 100%
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なお、インフルエンザとしての対象主傷病は、「J09_特定のインフルエンザウイルスが分

離されたインフルエンザ」、「J10_その他のインフルエンザウイルスが分離されたインフル

エンザ」、「J11_インフルエンザ，インフルエンザウイルスが分離されないもの」、「J14_イン

フルエンザ菌による肺炎」とした。 

図表５から、年間での合計点数の内訳をみると、2011～2018 年においてインフルエンザ

関連で 16～22％、非インフルエンザ関連が 78～84％となっており、インフルエンザ以外の

傷病が点数のほとんどを占めていることがわかる。このことから、名寄せした患者の最初の

月の主傷病を年間を通じた特定の傷病と定義することは不適当であることがわかった。 

我々は、この季節性を排除するために、点数が最も高い月の主傷病を、当該患者の主傷病

として定義することとした 9。図表４でのケースでは、最大点数の月の主傷病を採択し、肺

炎が主傷病となる。  

 

2.3.2．細分類単位「部位不明」の減少（ICD⁻10の 5桁分類から 3桁分類への変更） 

次に、傷病分類の粒度を決定する。本研究では、世界保健機関(WHO)により公表されてい

る「疾病及び関連保険問題の国際統計分類」に準じて定められた ICD-10 分類 10を利用した

傷病分類を採用している。 

傷病分類の粒度を決めるために注目しなくてはならないのが、ICD-10 における細分類単

位での「部位不明」件数が年々減少していることである。例えば、ICD-10の 3桁分類「C34:

気管支及び肺の悪性新生物」をみると、全体の患者数が 2011 年の 44万人から 2018年には

49 万人に増加しているにも関わらず、その中の 5 桁分類「C34.9：部位不明」は 2011 年の

33万人から 2018年の 30万人に減少しており、部位の特定が進んでいることがうかがえる。

詳細な部位の特定が増加することは歓迎すべきことではあるが、収録率が変動してしまう

場合、当初からの収録率が異なることで算出されるデフレーターは大きく異なってしまう。 

図表６では、「C34:気管支及び肺の悪性新生物」における 5 桁分類でのデフレーターと 3

桁集約したデフレーターを算出した結果である。5桁分類では 1を下回るのに対し、3桁分

類による「気管支及び肺の悪性新生物」のデフレーターは上昇しており、分類粒度の違いで

デフレーターに乖離があることがわかる。したがって、我々は収録率によるバイアスを除く

ために、3桁分類に集約してデフレーターを算出することとした 11。 

 

 

  

                                                      
9 発生時期と点数による傷病の特定の違いによるデフレーターの比較は付図１に記載。 
10 石橋(2020)参照。 
11 発生時期と点数による傷病の特定の違いによるデフレーターの比較は付図１に記載。 
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図表６ 「気管支及び肺の悪性新生物」の 5桁分類と 3桁分類でのデフレーター比較 

 

 

 

 

３．傷病ベースの医療デフレーターの算出結果 

 

第２章で検討した NDB の悉皆データによるデフレーター算出方法を用いて、本章では、１

患者１傷病を特定し、1年間の平均診療報酬点数を傷病ごとの価格と定義し、傷病ベースで

の医療デフレーターを試算する。 

まずは、NDB 全体の患者数と一人当たり平均点数の推移を図表７に示した。図表７による

と、患者数はほぼ横ばいであるが、一人当たり平均点数は上昇傾向にあることがわかる。こ

れを傷病別に求めたのが図表８である。図表８によると、合計点数が高い傷病において患者

数が増えているのは「新生物<腫瘍>」、「神経系の疾患」、「内分泌、栄養及び代謝疾患」、平

均点数が上昇しているのは「循環器系の疾患」、「損傷、中毒及びその他の外因の影響」、「筋

骨格系及び結合組織の疾患」、平均点数が高いのは「新生物<腫瘍>」、「循環器系の疾患」、「神

経系の疾患」となっている。 

次に、NDB のデータ収集率が高い 2011 年を基準として、パーシェ（連鎖基準）価格指数

による、ICD-10 の 3 桁分類に集約した傷病ベースの医療デフレーターを算出した。図表９

をみると、パーシェ（連鎖基準）価格指数は緩やかに上昇していることがわかる。 
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図表７ 患者数及び患者一人当たり診療報酬平均点数の推移 

 

 

図表８ 傷病別患者数および患者一人当たり診療報酬平均点数の推移 12 

 

                                                      
12 最もレセプトの点数が高い月の主傷病に患者の 1 年間の治療費を全て割り振って計測した結果であり、十分留

意が必要。 

診療年
患者数

（千人）
合計点数

（百万点）
１人当たり
平均点数

2011 109,987 2,419,276 21,996
2012 110,153 2,499,901 22,695
2013 109,742 2,553,281 23,266
2014 110,017 2,598,456 23,619
2015 110,523 2,676,186 24,214
2016 111,335 2,731,568 24,535
2017 110,789 2,768,791 24,991
2018 111,328 2,828,998 25,411

NDB全件

2011年 2015年 2018年 2011年 2015年 2018年
感染症及び寄生虫症（A00－B99） 5,654 5,704 5,199 12,979 13,991 14,342
新生物＜腫瘍＞（C00－D48） 6,405 7,002 7,264 55,771 57,821 60,855
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害
（D50－D89）

736 757 761 40,398 39,852 41,307

内分泌，栄養及び代謝疾患（E00－E90） 6,667 7,008 7,252 18,917 19,479 19,353
精神及び行動の障害（F00－F99） 2,494 2,570 2,643 49,160 49,239 48,302
神経系の疾患（G00－G99） 2,121 2,327 2,391 43,111 46,073 49,350
眼及び付属器の疾患（H00－H59） 9,522 9,555 9,469 9,319 10,677 11,404
耳及び乳様突起の疾患（H60－H95） 2,065 2,138 2,050 9,342 9,666 10,150
循環器系の疾患（I00－I99） 10,638 10,662 10,780 41,548 45,148 47,173
呼吸器系の疾患（J00－J99） 23,745 22,524 23,861 9,516 10,596 10,492
消化器系の疾患（K00－K93） 8,496 8,779 8,305 22,736 23,892 25,656
皮膚及び皮下組織の疾患（L00－L99） 6,009 6,256 6,043 8,150 8,744 9,466
筋骨格系及び結合組織の疾患（M00－M99） 8,467 8,757 8,888 20,352 22,554 24,636
腎尿路生殖器系の疾患（N00－N99） 4,147 4,333 4,481 33,391 34,477 35,370
妊娠，分娩及び産じょく＜褥＞（O00－O99） 779 846 792 25,520 27,236 29,025
周産期に発生した病態（P00－P96） 185 214 220 72,568 77,644 78,401
先天奇形，変形及び染色体異常（Q00－Q99） 270 313 343 47,580 49,758 49,879
症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で
他に分類されないもの（R00－R99）

2,954 3,265 3,346 15,235 15,375 15,088

損傷，中毒及びその他の外因の影響（S00－T98） 5,944 6,381 6,522 27,870 33,023 36,133
傷病及び死亡の外因（V01－Y98） 0 0 0 17,791 17,233 24,302
健康状態に影響を及ぼす要因及び
保健サービスの利用（Z00－Z99）

100 140 154 37,507 41,562 40,603

特殊目的用コード（U00－U99） 0 0 0 130,487 26,930 84,051
分類不明 2,588 991 566 11,309 15,188 17,501

コード名
患者数（千人） 平均点数
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図表９ 傷病ベースでの医療デフレーターの推計結果 

 

 

デフレーターへの傷病ごとの寄与度を求めたのが図表 10である。なお、傷病ごとの割合

を示すために、パーシェ指数の連鎖方式ではなく固定方式での算出となっていることを了

承されたい。 

上昇要因について、傷病別にみると貢献が大きいのは、「循環器系の疾患」、「新生物<腫瘍

>」、「呼吸器系の疾患」である。いずれも合計点数（治療費総額）が大きい疾病であり、特

に「循環器系の疾患」は、治療費総額が最も高い上に、患者一人当たりの平均単価の上昇が

大きいことから、貢献がもっと大きくなっている。その要因としては、循環器疾患（特に、

高血圧や心不全などの不整脈、大動脈弁狭窄症などの弁膜症）は、高齢になるにつれて併存

疾患が多くなりやすく、治療費が高くなるためではないか 13と想定することができる。ただ

し、全体としてみると、特定傷病の拡大ではなく、多くの傷病で拡大傾向にあるといえる。 

 

  

                                                      
13 補論 A参照 
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図表 10 ICD-10 章分類における傷病別デフレーターの内訳 
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４．考察と課題 

 

今回の推計は、国際機関で推奨されている「傷病の治療」を医療サービスのアウトプット

ととらえ、NDB のレセプトデータ（悉皆）を使用し、傷病ベースの医療デフレーターを計測

したはじめての試みである。これまでに經驗したことのない膨大なデータ容量 14、ファイル

数 15からなるレセプトデータ（悉皆）を取り扱う過程は、想定外の困難に遭遇しながらの、

まさに手探りの状況であったが、はじめてレセプトデータ（悉皆）を扱った意義は大きいも

のであった。それとともに、保険診療の請求を目的とするレセプトデータを分析に使用する

ことの限界と多くの課題が浮き彫りとなった。 

特に困難な点は、患者を特定するために多大な処理が必要なことである。現行のレセプ

トではマイナンバー等の個人に固有かつ不変な情報はなく、突合は主として ID1と呼ばれ

る保険者番号＋被保険者番号＋生年月日＋性別をハッシュ値とするものであったが、保険

離脱（失職、新卒、定年退職、75歳の後期高齢者医療制度への移行）により追跡すること

ができない。このため、今回は、先行研究を参考に、患者氏名＋生年月日＋性別のハッシ

ュ値である ID2と ID1 を接合させることで名寄せを行った。しかし、確定された名寄せの

手法があるわけではなく、各研究においても個々の目的に応じた手法が採用されているの

が現状である。このように、デフレーターの算出において分母となる患者数が正確に把握

できないということは、正確なデフレーターを算出する上で大きな問題であるといえよ

う。 

レセプトデータによる患者の主傷病の特定については、さらに深刻な課題がある。ま

ず、レセプトでは傷病名の間で重みづけが不足している。これは、出来高払いである保険

請求（レセプト）では、個々の医療行為や薬剤に対する適応性が存在するか否かが判断の

ポイントとなるので、全体としての傷病名の重みづけが重要視されてこなかったためと思

料できる。また、ICD-10コードにより傷病を分類しているが、ICD-10の 5桁分類まで細

分化すると、患者数の変動が大きいことがわかった。これは、中分類の傷病（例えば呼吸

器系の疾患）における「部位不明」が、部位の特定が進むことでその割合を低下させてい

ることが大きな要因となっている。こうした動きは、レセプトの傷病名の明確化が進めば

安定するものと考えられるが、いまだその途上といえる。さらに、医科入院外レセプトで

はすでに治癒している傷病名の記載が残っているケースが多いことも指摘されている。今

回の計測では、最も診療報酬点数が高い月のレセプトで定義されている主傷病に患者の 1

年間の治療費を全て振り分けるという、非常に大胆な仮定を置いて実施した。このため、

「傷病の治癒」にかかった 1年間の平均単価という概念からは、大きく逸脱している可能

性がある。 

                                                      
14 2009年 4月～2019年 3月で約 15TB 、バックアップ用ファイル、データの分析処理用の容量も確保す

ると、最低限でも 60TBは必要。 
15 約 1万ファイル 
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また、そもそも主傷病のみで分類してよいのかという点についても議論がある。すなわ

ち、高齢者の増加により、生活習慣病など多くの併存疾患をもつ患者が急増しており、そ

のことが傷病ごとの単価を引き上げているものと想定される。このため、併存疾患も含め

た傷病の細分化による均質化が必要であるが、併存疾患をレセプトから読み込み、場合分

けすることは現状では困難である。 

さらにレセプトデータの課題としては、NDBは「高齢者の医療の確保に関する法律（い

わゆる高確法）」により、2009年度からデータの収集を開始したため、2009年度以前に遡

及することができないほか、実務上の課題としては、容量が大きい、ファイル数が多い、

などがあげられる。 

こうした推計に使用したレセプトデータの課題とともに、傷病ベースでの医療デフレー

ターが上昇していることの解釈については、もう一つ大きな留意点がある。それは、「傷

病の治療」の価格が上昇していたとしても、治療の成果（アウトカム）が向上しているの

であれば、価格の上昇を過剰に推計しないよう、品質調整を行うことが必要となることで

ある。例えば、「新生物＜腫瘍＞」の患者一人当たりの平均単価は上昇しているが、「新生

物＜腫瘍＞」患者の 5年生存率は年々上昇しており、治療の成果は向上しているといえ

る。こうした、治療の成果（生存率、平均在院日数、QOLなど）の計測については、現

在、日本も含め各国において指標の選定、傷病別での計測手法等、検討が進められている

ところである。 

このように今回の推計は、国際機関で推奨されている「傷病の治療」を医療サービスの

アウトプットととらえ、レセプトデータ（悉皆）を使用した「手探り」の手法で、傷病ベ

ースの医療デフレーターを計測したはじめての試みである。今後、この計測方法を発展さ

せ、SNA に実装するためには、より頑健な方法で患者を特定し、合併症も含め、きめ細か

い傷病に紐づいた患者の診療行為が記録されたデータセットが必要となる。未だ遅れてい

るカルテの電子化を進めることが理想であるが、今回の推計同様、保険請求のためのレセ

プトデータを利用する場合、患者や傷病を特定できるよう、今後、レセプトデータを整備

することが最低限必要であろう。また、レセプトデータの第三者提供の進めることで、レ

セプトデータを分析データとして利用する上でのノウハウの蓄積が期待できる。 

もちろん、「傷病の治療」の価格についての研究は、ICD-10コードなど国際的に同一の

疾病分類が普及し、疾病ごとの価格や診療行為、薬剤などの国際比較が進み、標準治療の

研究が進むなかで、重要な研究テーマである。治療の成果（アウトカム）の研究とも並行

して、費用便益分析も盛んに行われている。今後とも医療の質の向上、効率化に向け、研

究を進めていくべきであろう。 
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付図１ 発生時期と点数による傷病の特定の違いによるデフレーターの比較 

傷病の特定を最初の月の主傷病としたデフレーターと最大点数の月の主傷病としたデフ

レーターとでは乖離が生じている。この要因の一つとして、季節性傷病によるバイアスが考

えられる。 

 

 

 

付図２ 傷病分類の粒度の違い（ICD-10の 5桁分類と 3桁分類）によるデフレーター比較 

「C34:気管支及び肺の悪性新生物」で確認したように、粒度によるデータバイアスを除い

たことで、全体的な水準として拡大している。 
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補論Ａ 医療給付実態調査との比較 

 

 厚生労働省においても医療保険制度の健全な運営をはかるための基礎資料として、年に

1回、レセプトデータを基に、医療保険制度加入者の受診状況（診療種別、受診月、医療

費、主疾病等）のデータを、制度別、年齢別、疾病分類別等様々な切り口から観察してい

る。 

図表 13では、2019年度医療給付実態調査のうち、協会（一般）の年齢階級別、疾病

別、入院＋食事・生活療養、１人当たり医療費の集計値と今回の推計結果を比較してみ

た。今回の推計では、最もレセプトの点数が高い月の主傷病に患者の 1年間の治療費を全

て振り分けるという、非常に大胆な仮定を置いて実施したため、疾病別の医療費水準には

幅をもってみる必要がある。しかし、大きな傾向としては、①新生物（腫瘍）、循環器系

の疾患の一人当たり医療費が高いこと、②特に循環器系の疾患は高齢になるほど大幅に医

療費が高くなること、が見てとれることから、今回の推計結果と概ね同じ方向であるとい

える。 

 

図表 13 年齢階級別、疾病別、入院＋食事・生活療養、１人当たり医療費(協会(一般）） 

 

出典）医療給付実態調査（2019 年度）表２－６－３ 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

総数
感染症及
び寄生虫
症

新生物＜
腫瘍＞

血液及び
造血器の
疾患並び
に免疫機
構の障害

内分泌，
栄養及び
代謝疾患

精神及び
行動の障
害

神経系の
疾患

眼及び付
属器の疾
患

耳及び乳
様突起の
疾患

循環器系
の疾患

呼吸器系
の疾患

消化器系
の疾患

皮膚及び
皮下組織
の疾患

筋骨格系
及び結合
組織の疾
患

腎尿路生
殖器系の
疾患

妊娠，分
娩及び産
じょく

周産期に
発生した
病態

先天奇
形，変形
及び染色
体異常

症状，徴
候及び異
常臨床所
見・異常
検査所見
で他に分
類
されない

損傷，中
毒及びそ
の他の外
因の影響

特殊目的
用コード

総数 53,363 830 12,525 437 1,123 2,163 2,491 951 316 9,776 2,602 3,803 398 4,325 2,011 2,186 1,794 1,377 331 3,923 0
0-4 97,583 2,447 3,950 905 1,162 186 3,926 304 933 1,401 15,163 2,658 760 3,030 1,801 33 37,096 18,192 1,569 2,067 -
5-9 20.258 771 2,629 580 668 320 2,628 368 498 565 3,129 1,274 337 1,024 794 0 204 2,397 219 1,853 -
10-14 19.808 435 2,458 367 803 1,805 2,445 229 305 825 1,354 1,520 220 1,711 636 11 102 1,774 173 2,637 -
15-19 22,988 451 2,307 425 442 2,284 2,693 209 173 926 1,755 1,430 222 1,985 536 322 50 1,052 160 5,567 -
20-24 19,772 600 1,844 294 411 2,314 2,121 186 148 858 1,652 1,581 211 897 640 2,441 55 556 171 2,793 0
25-29 25,128 544 2,597 357 444 2,489 1,970 183 151 1,156 1,316 1,915 220 930 1,050 7,056 99 433 183 2,034 -
30-34 30,237 458 3,699 385 552 2,531 1,811 224 168 1,768 1,207 2,194 221 1,146 1,404 9,925 55 340 182 1,926 -
35-39 30,656 421 5,483 302 635 2,176 1,434 272 210 2,848 1,135 2,511 229 1,474 1,578 7,463 13 275 166 1,989 -
40-44 31,760 455 8,225 231 752 1,784 1,413 394 219 5,068 1,130 2,857 296 2,051 1,818 2,255 4 267 158 2,371 -
45-49 40,181 542 11,805 265 961 1,789 1,574 604 232 8,739 1,199 3,611 371 2,967 2,167 100 - 230 178 2,811 -
50-54 54,957 695 15,436 363 1330 2,161 2,073 1,061 284 13,330 1,481 4,683 467 4,959 2,291 8 3 234 258 3,844 -
55-59 76,445 973 21,927 414 1705 2,642 2,744 1,718 362 18,810 2,047 5,995 531 7,911 2,676 0 - 240 338 5,403 -
60-64 104,859 1,301 31,383 601 2,112 2,917 35,883 2,499 441 26,182 3,018 7,613 643 11,213 3,565 0 - 234 477 7,075 -
65-69 143,901 1,703 44,063 790 2,836 3,531 4,623 3,656 527 36,947 4,611 9,711 734 14,802 4,808 - - 218 667 9,675 -
70-75 204,836 2,731 58,403 1,136 4,244 4,359 7,254 5,571 648 54,633 7,869 12,914 1,084 20,328 7,416 - - 191 1,053 15,003 -

 （単位：円）

注） １．「特殊目的用コード」は重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）及びその他の疾病を表す。

　　２．疾病コードに関する記載が一部なかったため、総数の数値が表２－６－２の「入院＋食事・生活療養」の数値と一致するように補正している。
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補論Ｂ 電子レセプトの課題 

 

電子レセプトは保険診療の請求のためのものであり，分析のために設計されたものでは

ない。一方、これほどに電子レセプトが普及し，一定程度の分析が可能となった現在では，

単に請求用のデータに終わるのではなく，多面的な分析により我が国の医療提供体制の検

討や臨床疫学的な研究に用いられるべきであろう。以下では、奥村（2017）や奥村ら（2017）

などを参考に、電子レセプトを様々な研究に活用する上で検討するべき 9 つの課題につい

て整理した。 

 

 

 

課題１．入退院日の不確実性 

 

レセプトには入院日と退院日が記録されているが、正確な在院日数や再入院率を算出 

することは容易ではない。 

 

 

DPCレセプト 医科入院レセプト 

・DPC 算出対象外の病棟から DPC 算出対象の病

棟に転棟した場合、「転棟日」がレセプトの「入

院日」に記録される。 

・DPC 算出対象の病棟に入院していても特定入

院期間を超えた場合は「特定入院期間の最終日」

が「退院日」に記録される。 

・同一傷病で 7 日以内に再入院した場合は一連

の入院とみなした「入院日」「退院日」が記録さ

れる。 

・「入金基本料の起算日」が医科入院レセプト

の「入院日」に記録される。 

・退院日から原則 3か月未満に同一傷病で同

一医療機関に再入院した場合、「前回の入院

日」が記録される。 

・「退院日」は文字データとして記録されてい

るため NDBでは使用できない。 
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課題２. 傷病情報が DPCと医科入院で不一致 

 

傷病情報が DPCと医科入院では一致しないため、傷病別の入院患者数を算出する際は 

注意が必要である。※今回の分析では、医科入院、医科入院外レセプトの傷病名コードに対応する 

ICD-10コードを付与するための作業を行った。16  

 

 

DPCレセプト 医科入院レセプト 

・傷病名区分により「医療資源を最も投入

した傷病名」「副傷病名」「主傷病名」「入

院の契機となった傷病名」「医療資源を 2

番目に投入した傷病名」「入院時併存傷病

名」「入院後発症傷病名」の 7つに分類さ

れる。 

・傷病名コードと ICD-10コードが両方存

在しどちらを使用するかという意思決定が

必要である。 

・傷病名区分コードがない。 

・「医療資源を最も投入した傷病名」の医科

レセプトからの類推は難しい。 

 

 

参考）傷病情報に関する DPCと医科入院の相違 

 

項目 DPCレセプト 医科入院レセプト 

傷病名コード 〇 〇 

ICD-10コード 〇 × 

傷病名区分コード 〇 × 

診療開始日 × 〇 

主傷病コード × 〇 

 

 

 

                                                      
16 厚生労働省が運営する診療情報提供サービスの HP、または社会保険診療報酬支払基金の HP から「傷

病名マスター」と「旧傷病名管理ファイル」をダウンロードして行う。 
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課題３. 医科入院外の治療継続に関する不確実性 

 

医科入院外レセプトではすでに治癒している傷病名の記載が残っているケースが 

多く、真に治療が継続しているか不明である。 

 

 

医科入院外レセプトの問題点 事例 

・すでに治癒している傷病名の記載が残っ

ているケースも多い。 

・レセプトから傷病別の外来患者数の正確

な算出は難しい。 

 

・医療経済研究機構の研究グループの検証

によると、インフルエンザ（JCD-10コー

ド：J10）の患者 31万人を 1年間追跡した

結果 

1月：診療開始日が 1か月を超える人の月

別割合 …  0.4%（MIN） 

8月：診療開始日が 1か月を超える人の月

別割合 … 93.8%（MAX） 

 

 

 

 

課題４．診療科情報の欠測 

 

レセプトには診療科情報が記録されているものの、記入率が低いなど、診療科別の 

分析は行える状況にはない。 

 

 

・レセプトにおいて診療科名の記録は必須ではない 

・診療科名の記入率は 50%程度 

・各地方厚生局が保有している情報から医療機関マスターを作成して、NDB に診療科情報を付

与するよう利用申出することも可能ではあるが非現実的 

・医療機関が地方厚生局に届け出ている診療科名が統一されていないうえに実際の診療科名と

一致する保証がない 
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課題５．保険離脱による患者の追跡は不可能 

 

NDBには患者の追跡可能性を確保するために 2種類の IDが格納されているが、保 

険離脱により追跡が不可能である。※保険離脱については、失職、新卒、定年退職、75歳 

の誕生日における後期高齢者医療制度への移行の際に生じうる。年齢層や追跡期間を制限するな 

ど注意が必要である。 

 

 

ID1 ID2 

・「保険者番号＋被保険者の記号・番号＋生

年月日＋性別」から生成 

・保険離脱の影響を受ける 

・同性の双子を区別できない 

・現状 ID1を使用する事例が多い 

・「氏名＋生年月日＋性別」から生成 

・医療機関間で生じる氏名の表記揺れに影響を

受ける 

・生年月日が同一で同性の同姓同名を区別でき

ない 

 

〇分析目的に応じてハッシュ値の使い分けが必要 

 

ハッシュ値とは固定長の疑似乱数。同一の入力に対しては同じ値が返ってくる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

氏名 

生年月日 

性別 

保険者番号 

記号・番号 

生年月日 

性別 

・事例１ 

転職等で保険者番号や記号・番号が変更になった

場合はハッシュ値②で追跡 

・事例２ 

結婚等で氏名の変更があった場合にはハッシュ

値①で追跡 

・事例３ 

結婚に伴い退職等、記号・番号と氏名が共に変更

になった場合には追跡不可 

ハッシュ値① 

ハッシュ値② 
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課題６．レセプトの欠測問題 

 

NDBにおいて「公費優先」「生活保護受給者」に関するレセプト情報の取得は困難 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

課題７．自由診療のレセプトの欠測 

 

NDB には自由診療のレセプトは格納されていない 

 

 

・産婦人科や先進医療など自由診療と保険診療が混在する症例には注意が必要 

[事例] 

自然分娩 … 自由診療 → 入院料は NDBに含まれない 

帝王切開 … 保険診療 → 入院料は NDBに含まれる 

 

 

 

公費医療 

公費優先 

保険優先 

対象となる医療費の全額を公費で負担 

「戦傷病者特別援護法」「原爆被爆者援護法」「感染症法」

「心神喪失者等医療監察法」に基づく医療 

医療保険の給付を優先し、一部の負担金を公費で負担 

・NDBには公費医療のレセプトは格納されていない 

・生活保護受給者の約 98%は被用者保険に加入していない 
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課題８．医療機関情報の変更の不確実性 

 

同一の診療所に継続的に受診していることをレセプトから同定することは難しい 

 

 

・レセプトには医療機関情報が記録されており、都道府県コード（2桁）＋医療機関コー

ド（7桁）でユニークなコードとなっている 

・医療機関の移転や統合、運営母体の変更がある場合は医療機関のコードも変更になるた

め、同じ医療機関に継続的に受診していても同一の医療機関コードが記録されているとは

限らない 

・一定以上の規模の病院は絶対数が少ないため変更を考慮したマスターを作成すれば対処

が可能であるが、診療所の場合は変更の絶対数が多いため変更を考慮したマスターを作成

することそのものが事実上不可能である 

 

 

課題９．診療行為の点数および回数情報の復元  

 

レセプトの記載だけでは診療行為の実際の点数と回数がわからないため、医療診療 

行為マスターから点数を取得する必要がある 

 

 

レセプト上の記載 電子レセプト上の記録 

再診料 

地域医療貢献加算 

明細書発行体制加算 73点 × 2 

 

...,112007410,, 

...,112015670,, 

...,112015770,73,2 

 

Excel上でファイルを展開した場合 実際の点数と回数（分析時に必要な形） 

コード（診療行為） 点数 回数 

112007410 
  

112015670 
  

112015770 73 2 
 

コード（診療行為） 点数 回数 

112007410 69 2 
112015670 3 2 

112015770 1 2 

※医科診療行為マスターから点数を取得する必要あり 



 ESRI Research Note No 65  
 医療の質の変化を反映した価格の把握手法に関する研究 

―レセプトデータ（悉皆）による試算― 

 

26 
 

医科診療行為マスターの中身 

 

※ヘッダー情報は含まれていない。診療報酬情報提供サービスのファイルダウンロードページの「デー 

タ内容に関する説明はこちら」から仕様を確認することができる。 

 

医科診療行為マスターのヘッダー情報（PDFファイルでの公開のみ） 
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分析用データセット作成に必要な作業 

 

 

 

 

 

 

改定年 診療行為コード 診療行為名 点数 

2012 111000110 初診 270 
2014 111000110 初診 282 
2016 111000110 初診 282 
2018 111000110 初診料 282 
2012 111000370 初診（乳幼児）加算 75 
2014 111000370 初診（乳幼児）加算 75 
2016 111000370 初診（乳幼児）加算 75 
2018 111000370 乳幼児加算（初診） 75 
2012 111000470 乳幼児育児栄養指導料 130 
2014 111000470 乳幼児育児栄養指導料 130 
2016 111000470 乳幼児育児栄養指導料 130 
2018 111000470 乳幼児育児栄養指導料 130 
2012 111000570 初診（時間外）加算 85 
2014 111000570 初診（時間外）加算 85 
2016 111000570 初診（時間外）加算 85 
2018 111000570 時間外加算（初診） 85 

 

 

・各時点（平成 24,26,28,30 年改訂）の医科診療行為マスターを取得し、整備する 

・「診療行為コード」「（診療行為省略名称）漢字名称」「新又は現点数」のカラム

を抽出し、「改定年」のカラムを追加する 
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